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１．麦・大豆生産の現状と課題及び課題解決に向けた取組方針

※ 麦・大豆生産における課題（湿害対策、適期播種、土づくり、連作障害対策等の必要性等）を具体的に記載すること。
※ 課題解決に向けて取り組む内容及び今後の生産拡大に向けた方針を具体的に記載すること。

【現状と課題】
庄内町は、全耕地面積に対する水田の割合が約9割を占める水田地帯である。
近年、主食用米の国内需要が減少する中で、農業所得を確保するには、非主食用米及び園芸作物等の生産拡大を図るとともに、食料自給率の
向上に向け、大豆の生産を拡大する必要がある。
大豆の生産性向上にあたっては、担い手への集積が進む状況を踏まえ、作業の効率化を図るため団地化を推進するとともに、生産性の高い大
豆産地づくりを推進していく。
また、排水対策や土壌改良を進め、ドローンによる防除と施肥で単収の増加と安定した収量の確保を実現する。
【課題解決に向けた取組方針】
①需要に応じた生産と販売の実現
「エンレイ」「里のほほえみ」「リュウホウ」を中心に生産され、豆腐や納豆原料向けに全国に販売されている。また、一部ではきな粉等に使用さ
れる「青大豆」の生産もされている。近年では水害による単収が減少するほ場があるため、畝立て同時播種などの技術を導入し、需要に応じる
生産量の増加を図る。
②団地化の推進
人・農地プランや農地中間管理事業による農地の集積の推進と連携しつつ、排水条件・作業の効率化等に配慮した大豆の団地化に向けた

話し合いを実施する。
また、水田収益力強化ビジョンにおいても団地化の推進を位置づけ、産地交付金も活用しながら団地化拡大を図っていく。
③排水改良
適期作業を徹底するとともに、明渠や暗渠などの湿害対策に取り組む。また作業受託組織の地域連携による省力化、既存機械のフル活用を

図る。
④輪作体系の構築
連作障害による地力低下に起因した単収低下を改善するため、水稲との輪作体系の構築による地力改善、肥料削減、単収の高位安定化を

図る。
⑤麦・大豆生産技術向上事業、産地パワーアップ事業の活用
当該事業の活用による団地化の推進とともに、機械等の導入により、省力化及び品質安定による販売単価の向上などによる生産性向上を

図る。
⑥スマート農業技術を活用した生産の高度化･省力化

ドローンによる農薬･肥料散布で、作業時間・人件費の削減、適期防除等を図る。
⑦農地の大規模化
畦畔除去による作業の効率化を図る。



２．産地と実需者との連携方針

【大豆】

生産者（榎木地区大豆組合）⇔ 農業協同組合 ⇒全農等 ⇒ 実需者

〇産地生産量
榎木地区大豆組合 現状 3,962㎏

目標 28,560㎏

〇実需者取扱量 現状 3,962㎏
目標 28,560㎏

※ 産地と実需者については具体的な名称を記載すること。
※ 麦の実需者は、麦を原料とした加工品等の製造を業とする者（製粉会社、製パン会社、製麺会社等）とする。
※ 大豆の実需者は、大豆を原料とした加工品等の製造を業とする者、大豆の販売を業とする者及びこれらの者が組織する法人その他の団体とする。
なお、販売を業とする者を実需者とする場合は、その者が販売する先（最終実需者）について、代表的な者の名称を記載すること。

※ 産地と実需者それぞれの国産麦・大豆取扱量の現状とおおむねの目標値を記載すること。



※ 産地と実需者との連携について、図等を用いて明示すること。
※ 取組の中心となる農業者等を必ず位置付けること。

３．麦・大豆の国産化に向けた推進体制及び各関係者の役割
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